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2018年10月19日付けで「管理者の皆さんへ」が
本社から発出されましたが、その中で

「仮に職場において、不当労働行為と評価され
るような事実が確認された場合には、コンプラ
イアンス上の観点から、会社の社会的な責任が
問われるとともに、会社として関係者の責任を
問わざるを得ない事態となります。」

と周知されています。

千葉地本でも２０２０年度の申８号交渉で、『千葉運輸区の区長は、地本の組織部長
に添乗中であるにも関わらず、「地本のコロナ手当はなんだ！金で引き留めているのか。
金はどこから出ているのか？分会の役員は？」「本社からも不当労働行為はダメだと言
われている。会社は訴訟されても負けるようなヘマはしない。ＩＣでも取らないと問題
にならない」「ＨＰ見たが討議資料はよくできている。しかし、組合に加入しようは余
計！」といった言動をしている』と、事実をありのまま主張しました。しかし会社は、
日頃からの人間関係で話している内容ではないか？と、言動を正当化しようとしました
が、議論の末「会社として不当労働行為を容認するものではなく、不適切な言動があっ
たことについては、適当ではないと判断し、厳しく注意指導・徹底をしていく」ことを
確認しました。

しかし、他の地方でも同じような現象が現れており、大宮地本内でも職場でおきてい
る事実を団体交渉で訴え交渉以降も労使で様々な議論した結果、合意形成した「不当労
働行為撲滅宣言」が発出されました。

【千葉支社で働く全ての皆さん！】

職場で起きているコンプライアンス違反を見過ごしたり、それに加担
していては健全な企業を創ることはできません。もし不当労働行為と思
われる事象などがありましたら、JR東労組役員へお知らせください！

← 大宮地本が発出した「不当労働行為撲滅宣言」
詳細は大宮地本ホームページをご覧ください。 →


